
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インボイス制度は、令和５年１０月１日から始まり今までよりも厳密な請求書の記載・管理を求

める制度です。制度登録事業者は消費税申告が必須となります。 

今まで免税事業者であった売り上げ１千万以下の方も、この制度により消費税申告を選ばざるを

得ない可能性があります。 

税務のプロ税理士が分かりやすく解説いたします 

 

〇消費税の基本と仕組みをしっておこう 

〇インボイス制度の基本と仕組みをおさえよう 

〇インボイス制度が始まったらどうなる？（制度導入の影響は） 

〇インボイスを交付するための登録手続きを確認しよう 

〇インボイス制度に関する改正について（追加された支援措置とは？） 

・説明会終了後、個別相談の時間もございます。 

 

【日 時】  ７月 30日（日） ９時３０分～１２時 
【場 所】  横浜市社会福祉センター  ８階  ８A大会議室 

横浜市中区桜木町１－１ （駐車場・駐輪場はありません。） 

【講 師】   東京地方税理士会 横浜中央支部  飯田真之税理士    

【参加費】  無料 

【定 員】  来場は３0名 ＷＥＢは２０名（会場整理の都合上、事前にお申し込み下さい） 

【申 込】 一般社団法人横浜中青色申告会 まで 電話・メール 

       （WEB参加の方は、メールにてお申込みください。後日必要なＩＤ等お知らせします。） 

TEL：６８１-３３１０ e-mail : aoiro@maple.ocn.ne.jp 

休日(日曜日)開催 
今まで行っていた説明会（６０分）よりも一歩二歩踏み込んだ内

容となります。（WEB参加可能） 
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